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最
低
資
本
金
制
度
の
導
入
を
含
む
「
商
法
等
の
一
部
改
正
」
が
、
平
成
二
年
六
月
に
衆
参
両
院
で
議
決
さ
れ
、
平
成
三
年
四

月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
。
最
低
資
本
金
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
税
制
等
の
手
当
を
含
め
て
五
年
間
の
猶
予
が
設
け
ら
れ
た
。
当

初
、
こ
の
五
年
間
の
猶
予
期
間
は
、
中
小
会
社
に
と
っ
て
、
増
資
・
組
織
変
更
等
の
準
備
に
は
比
較
的
余
裕
が
あ
る
と
思
わ
れ

て
い
た
。
し
か
る
に
、
経
済
社
会
は
バ
ブ
ル
の
崩
壊
と
共
に
不
況
が
続
き
、
現
在
も
景
気
回
復
の
兆
し
が
見
え
な
い
「
ナ
ベ
底

不
況
」
で
あ
る
。
中
小
会
社
は
、
わ
ず
か
な
内
部
留
保
、
或
い
は
経
営
者
等
の
手
持
資
金
を
も
っ
て
増
資
等
に
備
え
る
心
算
で

は
あ
っ
た
が
、
長
引
く
景
気
低
迷
に
よ
り
そ
の
余
力
も
乏
し
く
な
り
、
来
年
（
平
成
八
年
）
三
月
末
日
に
至
る
も
会
社
存
続
の

た
め
の
手
続
き
（
登
記
）
が
不
可
能
と
な
っ
て
い
る
企
業
が
相
当
数
あ
る
も
の
と
予
想
さ
れ
て
い
る
。 

私
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
現
在
に
お
け
る
未
達
成
会
社
の
実
数
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

会
社
最
低
資
本
金
制
度
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

読
売
新
聞
（
一
九
九
五
年
七
月
三
一
日
発
売
） 

有
限
会
社
総
数 

 

一
七
八
万
社 

 
 

 

三
百
万
円
未
満 

七
五
万
社 

合
計 

三
一
二
万
社 

一
三
二
万
社 

株
式
会
社
総
数 

 

一
三
四
万
社 

 
 

 

一
千
万
円
未
満 

五
七
万
社 

三 

 



 

週
間
「
経
営
財
務
」
（
一
九
九
五
年
四
月
三
日
発
表
）
東
京
商
工
会
議
所
デ
ー
タ 

商
事
法
務
（
一
九
九
五
年
七
月
二
五
日
発
表
）
帝
国
デ
ー
タ
バ
ン
ク
資
料 

社
団
法
人 

東
京
法
人
会
連
合
会
（
一
九
九
五
年
七
月
二
四
日
発
表
） 

東
京
税
理
士
政
治
連
盟
（
一
九
九
五
年
七
月
二
〇
日
発
表
） 

個
人
事
業
へ
変
更
す
る
は
「
未
定
」「
不
明
」
と
あ
わ
せ
て
、
株
式
、
有
限
と
も
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
一

方
で
未
回
答
が
、
二
〇
七
二
社
（
六
五
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
も
あ
る
。 

三
一
六
五
社
に
実
施
し
た
が
回
答
数
は
一
〇
九
三
社
（
三
四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
） 

有
限
会
社 

 
三
百
万
未
満 

未
達
成
会
社 

六
四
パ
ー
セ
ン
ト 

有
限
会
社 

 

三
百
万
未
満 

二
四
五
五
二
一 

未
達
成
会
社 

七
一
八
四
〇
社 

社
団
法
人
練
馬
西
法
人
会
が
本
年
二
月
実
施
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
る
。 

株
式
会
社 

 

一
千
万
未
満 

未
達
成
会
社 

六
九
パ
ー
セ
ン
ト 

株
式
会
社 

 

一
千
万
未
満 

五
九
八
七
九
八 

未
達
成
会
社 

二
〇
三
八
二
五
社 

未
達
成
法
人
を
対
象
と
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
。 

四 

 



 

一 

こ
の
最
低
資
本
金
を
ク
リ
ア
で
き
な
い
場
合
、
次
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
が
、
ど
う
考
え
る
か
。 

② 

組
織
変
更
は
、
反
対
株
主
に
株
式
の
買
取
請
求
権
が
生
じ
る
。 

① 

通
常
の
営
業
活
動
が
不
可
能
に
な
る
か
、
こ
れ
を
回
避
す
る
に
は
組
織
変
更
が
必
須
と
な
る
。 

速
報
税
理
（
一
九
九
五
年
七
月
二
一
日
発
表
） 

日
本
経
済
新
聞
（
一
九
九
五
年
七
月
一
三
日
発
表
）
五
月
末
帝
国
デ
ー
タ
調
査 

近
々
対
応
策
を
と
る
予
定 

 
 

 
 

 

五
三
・
五
パ
ー
セ
ン
ト 

増
資
な
ど
何
ら
か
の
対
応
策
を
と
っ
た 

二
二
・
八
パ
ー
セ
ン
ト 

最
低
資
本
金
制
度
達
成
会
社 

三
〇
乃
至
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト 

有
限
会
社 

 

三
百
万
未
満 

二
九
・
三
パ
ー
セ
ン
ト 

株
式
会
社 

 

一
千
万
未
満 
三
四
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト 

対
応
策
を
と
っ
て
い
な
い
理
由 

猶
予
期
間
が
あ
る 
 

 
 

五
三
・
五
パ
ー
セ
ン
ト 

資
金
不
足 

 
 

 
 

 
 

三
五
・
九
パ
ー
セ
ン
ト 

五 

 



 

二 

株
式
会
社
は
一
千
万
円
、
有
限
会
社
は
三
百
万
円
を
最
低
資
本
金
と
し
、
平
成
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
こ
の
最
低
資

本
金
の
組
織
変
更
が
な
さ
れ
な
い
場
合
は
、
職
権
に
よ
り
会
社
解
散
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
述
の
情
勢
下
に
あ
る
今

日
、
平
成
八
年
三
月
三
十
一
日
の
猶
予
期
間
の
終
了
を
も
っ
て
職
権
に
よ
る
解
散
と
い
う
強
行
手
段
を
取
ら
ず
、
経
済
社
会

の
実
態
を
踏
ま
え
、
猶
予
期
間
の
延
長
、
或
い
は
法
務
大
臣
の
官
報
に
よ
る
公
告
の
日
の
延
長
を
図
る
な
ど
し
て
、
こ
れ
が

最
低
資
本
金
の
組
織
変
更
を
で
き
る
限
り
達
成
し
て
も
ら
う
こ
と
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
、
猶
予
期
間
延
長
の
法
改

正
、
又
は
法
務
大
臣
公
告
日
の
延
長
を
す
る
用
意
は
な
い
か
。 

⑦ 

商
号
の
排
他
力
が
な
く
な
る
。 

⑥ 

債
務
超
過
会
社
が
組
織
変
更
を
行
う
と
す
れ
ば
、
原
則
と
し
て
含
み
益
の
あ
る
土
地
の
評
価
益
を
計
上
し
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
土
地
重
課
税
制
度
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。 

⑤ 

株
式
会
社
か
ら
有
限
会
社
へ
の
組
織
変
更
に
は
、
債
務
超
過
会
社
の
登
記
は
受
け
付
け
な
い
。 

④ 

み
な
し
配
当
の
課
税
が
行
わ
れ
、
株
主
・
出
資
者
は
過
重
な
資
金
負
担
を
強
い
ら
れ
る
。 

③ 

組
織
変
更
は
、
諸
官
庁
の
諸
許
可
が
要
件
の
会
社
に
と
っ
て
業
務
が
中
断
又
は
許
認
可
が
引
き
継
が
れ
な
い
場
合
も
あ

る
。 

六 

 



 

 

七 

右
質
問
す
る
。 


